
昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
三
日
受
領 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

八
） 

答

弁

第

八

号 
   

衆
議
院
議
員
渋
沢
利
久
君
提
出
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書

を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
八
七
第
八
号 

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
三
日 

衆

議

院

議

長 
灘 

尾 

弘 

吉 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

大 

平 

正 

芳 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
渋
沢
利
久
君
提
出
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る 

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
株
式
会
社
（
以
下
「
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
十
九
年
こ
ろ
か
ら
業

績
が
悪
化
し
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
一
日
及
び
同
月
十
一
日
の
二
回
に
わ
た
り
不
渡
手
形
を
出
す
に
至
り
、
同

年
十
一
月
十
四
日
、
債
権
者
東
巧
精
器
株
式
会
社
等
か
ら
東
京
地
方
裁
判
所
に
対
し
て
破
産
の
申
立
て
が
行
わ

れ
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
十
三
日
、
同
裁
判
所
は
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
破
産
の
宣
告
を
行
い
、
同
時
に

松
尾
翼
弁
護
士
を
破
産
管
財
人
に
選
任
し
た
（
そ
の
後
、
同
年
六
月
二
十
六
日
、
同
裁
判
所
は
、
破
産
管
財
人

に
原
長
一
弁
護
士
を
追
加
し
て
選
任
し
た
。
）
。
こ
の
破
産
宣
告
に
対
し
て
、
同
年
一
月
二
十
日
、
総
評
全
国
金

属
労
働
組
合
東
京
地
方
本
部
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
（
以
下
「
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
」
と
い
う
。
）
等
か
ら
東
京 



二
に
つ
い
て 

一
方
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
、
第
一
回
の
不
渡
手
形
を
出
し
た
直
後
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
と
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ

ラ
支
部
と
の
間
で
「
協
定
書
」
が
締
結
さ
れ
、
以
後
、
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
は
、
こ
の
「
協
定
書
」
に
よ
る
と

し
て
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
施
設
、
設
備
等
を
使
用
し
て
、
「
自
主
生
産
管
理
」
を
続
け
て
い
る
。 

な
お
、
破
産
管
財
人
と
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
と
の
間
に
お
い
て
は
、
現
在
月
一
回
程
度
話
合
い
が
行
わ

れ
、
紛
争
の
早
期
か
つ
適
切
な
解
決
に
向
け
て
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
全
金
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
支
部
は
、
同
年
十
二
月
十
七
日
、
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
、
ペ
ト
リ

カ
メ
ラ
を
被
申
立
人
と
し
て
、
解
雇
等
の
問
題
に
つ
い
て
不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立
て
を
行
つ
て
お
り
、
右

申
立
て
は
、
現
在
、
同
地
方
労
働
委
員
会
に
係
属
中
で
あ
る
。 

高
等
裁
判
所
に
対
し
即
時
抗
告
が
な
さ
れ
た
が
、
同
年
十
一
月
二
十
日
、
同
裁
判
所
は
こ
れ
を
却
下
し
た
。 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
労
使
紛
争
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



本
件
被
告
発
人
は
、
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
代
表
取
締
役
社
長
栗
林
敏
夫
、
同
社
代
表
取
締
役
会
長
栗
林
繁
代
、
同

社
取
締
役
栗
林
庸
夫
の
三
名
で
あ
る
が
、
告
発
事
実
第
一
（
右
三
名
は
、
共
謀
の
上
、
栗
林
繁
夫
が
ペ
ト
リ
カ

メ
ラ
よ
り
金
二
、
五
〇
一
万
六
、
〇
〇
〇
円
を
借
り
入
れ
る
こ
と
に
つ
き
、
昭
和
四
十
九
年
二
月
二
十
五
日
こ

ろ
、
取
締
役
会
を
開
催
し
た
事
実
が
な
い
の
に
貸
付
け
を
承
認
す
る
旨
の
虚
偽
の
取
締
役
会
議
事
録
一
通
を
作

成
し
、
議
事
録
綴
に
編
綴
し
た
と
い
う
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
の
事
実
）
及
び
告
発
事
実
第
二
（
右
三
名
は
、
共

謀
の
上
、
同
年
三
月
四
日
、
栗
林
繁
代
の
利
を
図
る
目
的
で
同
人
所
有
の
宅
地
を
高
く
見
積
つ
て
ペ
ト
リ
カ
メ

ラ
に
購
入
さ
せ
、
同
社
に
七
、
九
三
九
万
二
、
〇
〇
〇
円
相
当
の
財
産
上
の
損
害
を
与
え
た
と
い
う
特
別
背
任
の

事
実
）
に
つ
い
て
は
、
東
京
地
方
検
察
庁
検
察
官
に
お
い
て
昭
和
五
十
四
年
二
月
十
三
日
付
け
で
嫌
疑
不
十
分

と
の
理
由
に
よ
り
不
起
訴
処
分
に
付
し
て
い
る
。 

告
発
事
実
第
三
（
栗
林
敏
夫
及
び
栗
林
庸
夫
は
、
共
謀
の
上
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
二
十
日
こ
ろ
、
栗
林
庸

夫
が
代
表
取
締
役
の
地
位
に
あ
る
黒
羽
光
学
株
式
会
社
に
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
の
工
場
事
務
所
等
を
売
却
す
る
に
当 

五 

 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

ま
た
、
当
該
業
種
に
属
す
る
中
小
企
業
者
に
対
し
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
た
め
、
昭

和
五
十
三
年
二
月
十
四
日
、
写
真
機
・
同
部
分
品
及
び
附
属
品
製
造
業
を
円
相
場
高
騰
関
連
中
小
企
業
対
策
臨

時
措
置
法
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
業
種
と
し
て
指
定
し
た
。 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
が
オ
ラ
ン
ダ
法
人
の
ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
Ｂ
Ｖ
へ
送
金
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
株
式
会
社
東
京
銀

行
が
Ｌ
／
Ｃ
取
引
の
保
証
を
条
件
に
圧
力
を
か
け
た
と
い
う
事
実
は
聞
い
て
い
な
い
。 

た
り
、
そ
の
売
買
代
金
の
な
か
か
ら
不
当
に
金
一
、
一
一
〇
万
円
を
控
除
し
、
財
産
上
の
損
害
を
与
え
た
と
い

う
特
別
背
任
の
事
実
）
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
東
京
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
捜
査
中
で
あ
る
。 

ペ
ト
リ
カ
メ
ラ
に
つ
い
て
は
、
関
連
中
小
企
業
へ
の
悪
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
昭
和
五
十
二
年
十
月
三
十

一
日
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
第
二
条
第
四
項
第
一
号
の
倒
産
企
業
の
指
定
を
行
つ
た
。 

六 

 



 

七 

ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
東
京
銀
行
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
人
で
あ
り
、
日
本
国
政
府
が
御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
調
査

す
る
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




